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様式第７号（第４条関係）
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

興部町長　　　　　　　　　印

特定教育・保育施設等利用者負担（保育料）決定通知書
　　
　　年度の４月～８月の利用者負担の月額を次のとおり決定しましたので、通知します。


	支給認定子どもの

氏名および生年月日
	



	利用施設（事業所）の名称
及び所在地
	

	月額負担額
	




（不服の申立）
　１　この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、興部町長に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

　２　この処分の取消しを求める訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、興部町（訴訟において興部町を代表する者は、興部町長となります。）を被告として裁判所に提起することができます。なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、上記１の審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起する
　ことができます。


※上記の利用者負担額は、前年度分の町民税等に基づき決定したものです。９月以降の利用者負担額については、当年度分の町民税等に基づき８月に算定し、改めて通知いたします。

1
1
